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市第27号議案 

   横浜市立学校の授業料等に関する条例の一部改正 

 横浜市立学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

   令和５年９月７日提出 

                 横浜市長 山 中 竹 春  

横浜市条例（番号） 

   横浜市立学校の授業料等に関する条例の一部を改正する 

条例 

 横浜市立学校の授業料等に関する条例（昭和26年12月横浜市条例

第77号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第３項中「入学願書提出の際」を「入学願書の提出を受け

る時まで」に改める。 

 第４条の見出し中「不返還」を「不還付」に改め、同条中「いか

なる事情があっても」を削り、同条に次のただし書を加える。 

ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは

、この限りでない。 

 第６条を次のように改める。 

（授業料未納者に対する措置） 

第６条 未納の授業料に係る督促を受けた者がその指定の期限まで

に当該授業料を納付しないときは、出席を停止し、又は除籍する

ことができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この条例による改正後の横浜市立学校の授業料等に関する条例

第４条の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する授業料等に

ついて適用し、同日前に徴収する授業料等については、なお従前

の例による。 

 

   提 案 理 由 

 横浜市立高等学校の入学選考手数料の徴収方法の変更に伴い関係

規定を整備する等のため、横浜市立学校の授業料等に関する条例の

一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 立 学 校 の 授 業 料 等 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

 （ 徴 収 ） 

第 ３ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

                       入 学 願 書 の 提 出 を 受 け る 時 ま で 
３  入 学 選 考 手 数 料 は 、                            に 徴 収 す る 
                        入 学 願 書 提 出 の 際 

 。 

      不 還 付 
 （ 既 納 金 の    ） 
      不 返 還 

                                           
第 ４ 条  既 納 の 授 業 料 等 は 、                             還 付 し な い 。 

い か な る 事 情 が あ っ て も 

た だ し 、 教 育 委 員 会 が や む を 得 な い 事 由 が あ る と 認 め る と き は 、 
 

0 こ の 限 り で な い 。 
 

 （ 授 業 料 未 納 者 に 対 す る 措 置 ） 

000000000 未 納 の 授 業 料 に 係 る 督 促 を 受 け た 者 が そ の 指 定 の 期 限 ま で 
第 ６ 条   

授 業 料 を 期 限 内 に 納 付 し な い 場 合 に は 、 ２ 週 間 以 内 に そ の 

 に 当 該 授 業 料 を 納 付 し な い と き は 、 出 席 を 停 止 し 、 又 は 除 籍 す る 
保 護 者 若 し く は 保 証 人 に 対 し て 、 期 限 を 付 し て 、 納 付 を 督 促 し な 

0 こ と が で き る 。   
け れ ば な ら な い 。 

                               
２  前 項 の 規 定 に よ り 督 促 を し て も 、 な お 納 入 し な い と き は 、 出 席 

                     
を 停 止 し 、 又 は 除 籍 す る こ と が で き る 。 
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